
1 

 

PFI 標準契約１（公用施設整備型・サービス購入型版） 新旧対照表（案） 

（下線部分は改正部分。〔 〕は注記。） 

改正後 改正前 

（物価の変動に基づくサービス対価の変更）［物価変動（基準時点）］ 

第五十条 管理者等又は選定事業者は、○年ごとに、［改定の基準と

する指標］が［改定の基準とする時点］の指標（サービス対価の変

更が既に行われた場合にあっては、前回の改定の際に基準とした

指標）から１００分の○以上変動した場合においては、別に定め

るところにより、維持管理・運営に係るサービス対価の変更を請

求することができる。 

２ 〔略〕 

 

 （注１）［改定の基準とする時点］については、契約締結日のほ

か契約締結日よりも前の入札公告日等とすることが考えられ

る。入札公告日等とすることにより、物価変動をより的確に

反映し選定事業者の負担する物価変動リスクを減じることが

できると考えられる。 

 （注２）・（注３） 〔略〕 

 

（物価の変動に基づく施設整備に係るサービス対価の変更） 

第五十一条 特別な要因により、［改定の基準とする時点］以降に

主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施

（物価の変動に基づくサービス対価の変更） 

第五十条 管理者等又は選定事業者は、○年ごとに、［改定の基準と

する指標］がこの契約の締結時の指標（サービス対価の変更が既

に行われた場合にあっては、前回の改定の際に基準とした指標）

から１００分の○以上変動した場合においては、別に定めるとこ

ろにより、維持管理・運営に係るサービス対価の変更を請求する

ことができる。 

２ 〔略〕 

 

 〔加える。〕 

 

 

 

 

 （注１）・（注２） 〔略〕 

 

（物価の変動に基づく施設整備に係るサービス対価の変更） 

第五十一条 特別な要因により、この契約の締結時以降に主要な工

事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備に
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設整備に係るサービス対価が不適当となったときは、管理者等又

は選定事業者は、施設整備に係るサービス対価の変更を請求する

ことができる。 

２ 予期することのできない特別の事情により、［改定の基準とす

る時点］以降に日本国内において急激なインフレーション又はデ

フレーションを生じ、施設整備に係るサービス対価が著しく不適

当となったときは、管理者等又は選定事業者は、前項の規定によ

るほか、施設整備に係るサービス対価の変更を請求することがで

きる。 

３ 〔略〕 

（注１）［改定の基準とする時点］については、契約締結日のほ

か契約締結日よりも前の入札公告日等とすることが考えられ

る。入札公告日等とすることにより、物価変動をより的確に

反映し選定事業者の負担する物価変動リスクを減じることが

できると考えられる。 

（注２） 〔略〕 

係るサービス対価が不適当となったときは、管理者等又は選定事

業者は、施設整備に係るサービス対価の変更を請求することがで

きる。 

２ 予期することのできない特別の事情により、この契約の締結時

以降に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーシ

ョンを生じ、施設整備に係るサービス対価が著しく不適当となっ

たときは、管理者等又は選定事業者は、前項の規定によるほか、

施設整備に係るサービス対価の変更を請求することができる。 

 

３ 〔略〕 

（注１）第一項及び第二項については、契約締結時の物価が基準

となる。 

 

 

 

（注２） 〔略〕 

 

 




